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第六次蔵王町長期総合計画・第３期蔵王町まち・ 

ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 仕様書 

 

 本仕様書は、蔵王町が委託する「第六次蔵王町長期総合計画・第３期蔵王町

まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務」に関して必要な事項を定める

とともに、受託者が履行しなければならない事項を定めるものである。 

 

１ 委託業務名 

  第六次蔵王町長期総合計画 ・第３期蔵王町まち・ひと・しごと創生総合戦略

策定支援業務 

 

２ 業務対象区域  

蔵王町内 

 

３ 業務目的  

当町の第五次長期総合計画（以下「現計画」という。）は令和９年度末で計

画期間が終了することから、第六次長期総合計画（以下「次期計画」という。）

を策定する。また、人口減少対策の基本計画である「第２期蔵王町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」（以下「現戦略」という。）についても同時期に計画期間

が終了となるため、次期計画では、最近の人口データに基づき新たな人口ビジ

ョンを作成した上で、 「第３期蔵王町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下

「次期戦略」という。）を統合するものとする。本業務は、次期計画及び前期

基本計画並びに次期戦略の策定に必要な調査分析や資料作成、説明、助言等を

行い、本町の未来像を継承した新しいまちづくりの指針を策定するとともに、

策定後の周知啓発や進行管理を効果的・効率的に実施することを目的とする。 

 

４ 履行期間  

契約締結日から令和１０年３月３１日まで（令和８年度・令和９年度） 

 

５ 計画の概要  

次期計画及び次期戦略の構成及び期間は、次のとおりとし、当該業務におい

て委託する内容は「６ 業務の内容」において示す。 

（１）次期計画 

  ①基本構想 

本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めるもの

で、期間を令和１０年度から令和１９年度までの１０年とする。 
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  ②基本計画 

基本構想を実現するための施策内容を体系的に示すもので、期間を前期

基本計画は令和１０年度から令和１４年度までの５年、後期基本計画は令

和１５年度から令和１９年度までの５年とする。 

（２）次期戦略 

本町における地方創生の充実・強化のための取組を戦略的に進めていくた

めのもので、期間は、次期計画の前期基本計画と同一とする。 

 

６ 業務の内容  

町で想定している業務の内容は下記に示すとおりであるが、プロポーザルに

おいて決定した受託者の企画提案に応じて調整を行うものとする。 

（１）基礎調査の検討、実施及び分析 

幅広く意見を収集できるよう企画を提案し、調査を行う。さらに、集約し

た意見の整理、現状の課題把握等の分析、とりまとめた意見への対応方針の

提案を行う。なお、発注者が別途意見交換会等で集約した意見についても分

析や考察を行い、計画の内容に反映させていく。 

①現状・将来動向の把握・分析 

社会情勢及び本町の課題の整理、分析を行うこと。 

②地域経済の動向に関する調査分析 

地域経済分析等を踏まえて人口減少が本町の地域経済に与える影響に

ついて、各種統計データ等を用いて整理、分析を行うこと。 

③人口の将来推計に必要な情報の収集、整理、分析 

現行の人口ビジョン推計値と実績値の乖離等の分析・検証を行った上で、

最近の人口データに基づき将来人口を推計する。また、人口変動要因やそ

の改善のための課題を分析し、町が目指すべき方向案を提示した上で将来

展望を記載した人口ビジョンを作成、次期計画に包含する。 

④意見調査及び集約 

ライフステージや団体等で分けた町民意識の調査手法の設計、実施及び

分析を行う。また、職員を対象とした次期計画策定に関する調査を行い意

見の集約を行う。 

（２）現計画及び現戦略の評価、検証、課題の整理 

現況データ、町民意識調査及び行政評価等の結果並びに現計画及び現戦略

で設定した指標の達成度などを基に、現計画及び現戦略の評価・検証を行い、

課題を整理・分析し、前期基本計画の施策ごとの目標設定、取組方針等の詳

細について検討及び提案する。 

（３）町民アンケートの実施 
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蔵王町の取組に対する町民ニーズの変化や重要度、町民満足度等を把握し、

次期計画及び次期戦略の策定並びに進行管理に活用することを目的とする

もの。町民２，０００人程度に対して分野別の調査票の作成送付、回収分析

を行い、報告書を作成するもの。回答は Web 回答を可とするため、URL を二

次元コード化し、調査票に掲載するものとすること。 

（４）計画策定に係る情報の提供 

各課において次期計画及び次期戦略策定の検討材料とするため、下記をと

りまとめ情報提供すること。 

①全国的な最新施策の情報提供 

全国の各自治体の先進事例を収集し、情報提供を行うこと。事例提供内

容は類似団体等と比較検討を実施するため、当該団体の基本情報、取組の

概要及び効果、関係条令、担当部局等を記載すること。 

②法律や制度などの動向に関する情報提供 

法律改正や制度変更について、分かりやすくとりまとめた上で、まちづ

くりに関する分野及び町が把握しておくべき分野を網羅し、逐次情報提供

すること。 

（５）次期戦略を含めた次期計画の構想や体系案に関する助言、提案 

誰が見てもわかりやすく、伝わりやすい次期計画とするため、また、業務

目的にあるとおり、基本計画に次期戦略を包含した計画策定とすることから、

まち・ひと・しごと創生総合戦略を含めた長期総合計画の構成や体系に関す

る助言、提案を行うこと。なお、上記業務内容に加え、事業目的をより効果

的に達成できるための独自の提案を行うこと。 

（６）各計画の作成 

①計画案の作成 

基本構想・前期基本計画及び次期戦略を一体化した計画の骨子案を作成

し、現計画及び現戦略の評価・検証・課題、基礎調査の検討・実施及び分

析結果を踏まえ、他の計画との整合等を図りながら、施策体系等の検討及

び構築を行い、次期計画の素案を作成する。 

②最終計画案の作成 

企画審議会等の意見や意識調査を踏まえ、計画案に対し、専門的な視点

からのアドバイス、新たな視点での提案等に関する支援を行い、中間案を

作成する。また、会議資料等の作成支援、パブリックコメント・住民説明

懇談会の結果反映支援等を行い、令和９年１１月までに計画の最終案を作

成する。 

（７）会議運営支援 

庁内策定組織の進行管理及び運営業務（進行管理、資料作成、議事録作成） 
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①まちづくり町民会議 

②策定検討部会 

③策定委員会 

④企画審議会 

⑤その他 

（８）町民意見公募手続の実施（パブリックコメント） 

町民意見公募手続実施への支援（応募意見の整理及び回答案作成等） 

（９）計画最終案の校正 

庁内で確定した計画最終案を校正する。校正に関して確認が必要なものは

受注者から蔵王町に確認を行う。なお、計画最終案提出から校正完了までの

期間は１か月程度とする。 

（１０）成果品作成 

町民にわかりやすく、町民が活用しやすい総合計画書の作成に係る、企画

構成、デザイン、写真の加工、編集、図表・グラフ等の作成、校正、印刷製

本、データ作成等納品までの業務一式。なお、冊子作成にあたっては、ユニ

バーサルデザインに配慮したものとする。 

 【成果品一覧】 

①業務報告書 ２部（正副）及び電子データ 

②第六次蔵王町長期総合計画（Ａ４版カラー）200 部 

③第六次蔵王町長期総合計画概要版（Ａ４版カラー）5000 部 

④意識調査結果、分析結果（Ａ４版カラー） 

⑤上記電子データ 一式（ワード及びＰＤＦファイル） 

⑥その他、町からの求めにより業務遂行上作成した資料 一式 

※本業務で履行した内容は、全て蔵王町に帰属するものとする。 

（１１）その他 

①町議会説明用の資料作成 

②その他策定にあたり必要な業務 

 

７ 留意事項 

この仕様書は、本町が想定する最低限の業務概要を示すもので、目的達成の

ために必要と考えられる事業者の提案内容を制限するものではない。 

この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議す

るものとする。 


